
新旧対照表（早期振込サービス（⾃動）規約）

項⽬ 2026年7⽉30⽇まで 2026年7⽉31⽇以降

第1条（2）

「利⽤料等」とは、第5条第1項に定める利⽤料のほか早期
振込加盟店が当社に⽀払う各種サービス利⽤に関する料⾦
をいいます。

「利⽤料等」とは、第5条に定める利⽤料および振込⼿数料
のほか、決済システム利⽤料その他早期振込加盟店が当社
に⽀払う各種サービス利⽤に関する料⾦をいいます。

第2条3項

早期振込サービス（⾃動）は、当社と早期振込加盟店の合
意に基づき振込可能とする設定⾦額を定めます。当社が早
期振込加盟店に⽀払う商品等代⾦から、早期振込加盟店が
当社に⽀払う利⽤料等（第5条に定める早期振込サービス
（⾃動）の利⽤料を含みます）を差し引いた⾦額が、設定
⾦額を上回る場合に当該⾦額を加盟店に振り込むものとし
ます。

早期振込サービス（⾃動）は、当社と早期振込加盟店の合
意に基づき振込可能とする設定⾦額を定めます。当社が早
期振込加盟店に⽀払う商品等代⾦から、早期振込加盟店が
当社に⽀払う利⽤料等を差し引いた⾦額が、設定⾦額を上
回る場合に当該⾦額を加盟店に振り込むものとします。



新旧対照表（早期振込サービス（⾃動）規約）

項⽬ 2026年7⽉30⽇まで 2026年7⽉31⽇以降

第3条1項

早期振込サービス（⾃動）の対象となる決済⼿段等は以下
のとおりです。
‧当社の提供する代⾦決済サービスであるPayPay（オンラ
イン除く）
‧PayPayマイストア ライトプラン
‧LINE Pay
‧アリペイプラス
‧HIVEX
‧JPQR

早期振込サービス（⾃動）の対象となる決済⼿段等は以下
のとおりです。
‧当社の提供する代⾦決済サービスであるPayPay（オンラ
イン除く）
‧PayPayマイストア ライトプラン
‧アリペイプラス
‧HIVEX
‧JPQR

第5条1項

早期振込加盟店は、当社に対して、加盟店規約等に基づく
決済システム利⽤料に加え、早期振込サービス（⾃動）に
より商品等代⾦が振込条件を満たしているかの計算を各⽇
で⾏われることの対価として次の利⽤料を⽀払います。

早期振込加盟店は、当社に対して、早期振込サービス（⾃
動）により商品等代⾦が振込条件を満たしているかの計算
を各⽇で⾏われることの対価として当社所定の⽅法で通知
または公表する利⽤料（以下「早期振込サービス（⾃動）
利⽤料」といいます）を⽀払います。

早期振込サービス（⾃動）利⽤料 0.38%（税別）



新旧対照表（早期振込サービス（⾃動）規約）

項⽬ 2026年7⽉30⽇まで 2026年7⽉31⽇以降

第5条2項

早期振込加盟店は、当社に、当該加盟店における第3条に定
める対象決済⼿段等の取引⾦額に対して利⽤料の率を乗じ
た⾦額（税別）（以下「利⽤料」といいます）を⽀払うも
のとします。当社は、利⽤料等を、対象決済⼿段等の取引
単位に計算し、商品等代⾦から差し引く⽅法により精算す
るものとし、早期振込サービス（⾃動）利⽤契約成⽴後、
計算⽇より前に⽣じた利⽤料等に未払いが⽣じている場合
は、当該未払⾦額を、当該商品等代⾦からあわせて差し引
く⽅法により精算するものとします。早期振込加盟店は当
該⽅法により当社に利⽤料等を⽀払うものとします。

当社は、早期振込サービス（⾃動）利⽤料を、商品等代⾦
から差し引く⽅法により精算するものとします。なお、早
期振込サービス（⾃動）利⽤契約成⽴後、計算⽇より前に
⽣じた利⽤料等に未払いが⽣じている場合は、当該未払⾦
額を、当該商品等代⾦からあわせて差し引く⽅法により精
算するものとします。


